
事案名 周防灘の事案（山口県３５－１）  
フォローアッ

プ調査資料 

・証言（荒川坑の運搬常駐責任者兼警備責任者の証言：昭和４７

年調査）〔１〕 

・Intelligence Report on Japanese Chemical Warfare Volume

Ⅳ〔２〕 

・「瓦斯ニ関スル綴」昭和２０年〔３〕 

・「化学戦弾薬及器材調査表」（作成主体、作成年月日は不明）

〔４〕 

・証言〔５〕 

・「旧軍ガス弾等の全国調査結果報告（案）」資料１の２〔６〕

・「化学兵器応答集（其ノ三）」昭和２０年１０月１日〔７〕 

・「終戦時各補給廠ノ化学戦弾薬ノ状況」（作成主体、作成年月

日は不明）〔８〕 

・「化学兵器ノ製造ニ関スル事項」（作成主体、作成年月日は不

明）〔９〕 

・「化学兵器ノ補給等ニ関スル件」（作成主体・作成年月日不

明）〔１０〕 

・証言（元曾根製造所工場係長の証言）〔１１〕 

・証言（元曾根製造所技手の証言）〔１２〕 

・各地方紙（共同通信配信）平成５年８月１４日〔１３〕 

・『読売新聞』平成７年３月６日〔１４〕 

・証言（当時中学生の証言）〔１５〕 

・証言（当時鉄鋼関係労働者の証言）〔１６〕 

・『山口日日新聞』昭和２７年８月２９日〔１７〕 

・「周防灘の毒ガス弾（イペリット）について」昭和４７年５月

〔１８〕 

・「周防灘海域における毒ガス弾等の処理に関する要望書」昭和

４７年５月３１日〔１９〕 

・「周防灘における毒ガス弾等の調査に関する経過概要、成果及

び所見」〔２０〕 

・「周防灘における毒ガス弾等の処理について（要望）」昭和４

８年１月９日〔２１〕 

・「不発弾の処理等に関する事務の手引（昭和４９年１２月）」

〔２２〕 

・「周防灘における毒ガス弾等の調査に関する経過概要、成果及

び所見」昭和４７年１２月２２日〔２３〕 

・「『ＨＬ作業』実施計画」昭和４９年２月６日〔２４〕 

・「周防灘における砲弾の調査結果について」昭和４９年７月１

０日〔２５〕 

・化学室担当者ノート「戦後における旧軍毒ガス弾等の処理の状

況(14.6)」平成１４年６月〔２６〕 

・「周防灘における砲弾類の処理について（通知）」〔２７〕 
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・『毎日新聞』昭和４９年７月１１日〔２８〕 

・「美祢市における旧軍砲弾貯蔵跡の調査」昭和４７年５月２６

日〔２９〕 

・「『旧軍毒ガス弾等の全国調査』のフォローアップ調査につい

て（報告）」平成１５年８月２８日〔３０〕 

・「『旧軍毒ガス弾等の全国調査』のフォローアップ調査につい

て（報告）」平成１５年１０月６日〔３１〕 

 

追加資料 

 

・｢『旧軍毒ガス弾等の全国調査』のフォローアップ調査につい

て（報告）｣平成１５年８月２８日〔Ａ１〕 

・「周防灘の毒ガス弾（イペリット）について」昭和４７年５月

〔Ａ２〕 

・『炭鉱』〔Ａ３〕 

・『平成１６年度国内における旧軍毒ガス弾等に係る情報収集及

び取りまとめ業務報告書』〔Ａ４〕 

・『平成１６年度Ｂ／Ｃ事案における第２次地下水調査業務 報

告書』〔Ａ５〕 
 

平成１５年度

フォローアッ

プ調査報告書

の要約 

終戦時、広島陸軍補給廠大嶺常駐班には毒ガス弾が保有されて

いた。元関係者の証言によれば、戦後､山口県美祢市大嶺の旧陸

軍広島兵器補給廠大嶺分廠跡からトラックでこれらを運び出し、

次いで鉄道で宇部港へ運び、船に積み替えて周防灘（宇部沖）に

海洋投棄した。作業は米軍の指揮・監視下のもとに行われ、期間

は昭和２０年末の２ヶ月程度であった。昭和４９年２月１８日か

ら２４日までに、海上自衛隊、海上保安庁、山口・福岡・大分県

が合同で調査を実施し、砲弾５０発を揚収、土佐沖に再投棄し

た。 

なお、本事案において周防灘とは、山口県・福岡県・大分県に

またがる海域を示すものとする。 

 

○生産・保有情報 

・荒川坑の運搬常駐責任者兼警備責任者の証言として、「昭和

１８年頃に広島の部隊が砲弾を荒川坑に収納することになり

、木箱３，０００個位収納したが､箱を振るとドボンドボン

と音がした。当時、毒ガス弾であるらしいことを聞いたのを

覚えている。出庫は進駐軍監視のもとに大嶺駅まで出した。

収納箱数と出庫箱数の一致を確認し、出庫伝票を占領軍に渡

し残りがないことを確認したが、大嶺駅からどこに行ったの

かは知らない」と記載されている〔１〕。 

・米軍は､大嶺に集積されていた毒ガス弾等について､７５ｍｍ

あか弾５４，７９８発・１００ｍｍあか弾５，７８０発・１

５０ｍｍあか弾３，０００発・７５ｍｍきい弾９，３００発

・１００ｍｍきい弾６，０９６発・１５０ｍｍきい弾５，０
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００発と記している〔２〕。 

・広島陸軍兵器補給廠（大嶺出張所）には、昭和２０年１１月

２２日に、９４式軽迫撃砲あい弾弾薬筒４７，１７２発・４

年式１５榴あい弾３，２８１発・３８式野砲あい弾弾薬筒９

，９８４発・９１式１０榴あい弾４，８１０発が存在してい

た〔３〕という記載と、終戦時に９４式軽迫撃砲あい弾弾薬

筒５４，０９８発・４年式１５榴あい弾８，０００発・３８

式野砲あい弾弾薬筒１０，０００発・９１式１０榴あい弾１

１，８７６発が存在していた〔３〕という記載、および、終

戦時に９４式軽迫撃砲あ弾弾薬筒４９，７９８個・９４式軽

迫撃砲い弾弾薬筒４，３００個・４年式１５榴あ弾３，００

０個・４年式１５榴い弾５，０００個・３８式野砲あ弾弾薬

筒５，０００個・３８式野砲い弾弾薬筒５，０００個・９１

式１０榴９３式尖鋭あ弾６，０９６個・９１式１０榴９３式

尖鋭い弾５，７８０個が存在していた〔３〕〔４〕という記

載がある。 

・元曾根製造所技術大尉の証言として､「陸軍兵器補給廠大嶺

常駐班には弾薬箱５０，０００箱（ガス弾約１００，０００

発）が保有されていた」と記載されている〔５〕。この数字

は「旧軍ガス弾等の全国調査結果報告（案）」に採用されて

いる〔６〕。 

・ガス弾は、広島県八本松と山口県大嶺に計９０，１３２発

（うち７割がきい弾で、３割はあか弾）存在し、うち、山口

県大嶺のガス弾貯蔵量は１００ｍｍガス弾５，８２０発・７

５ｍｍガス弾２０，０００発・１５０ｍｍガス弾８，０００

発・９０ｍｍガス弾５４，０９８発である〔７〕。 

・終戦時に、広島陸軍兵器補給廠大嶺分廠には、７５ｍｍあか

弾２，０００発・７５ｍｍきい弾５，０００発・９０ｍｍあ

か弾４９，７９８発・９０ｍｍきい弾４，３００発・１５０

ｍｍあか弾３，０００発・１５０ｍｍきい弾５，０００発が

存在していた〔８〕。 

・山口県大嶺には、ガス弾が（うち、７割がきい弾、３割があ

か弾）保有されていた。種類及び数量は、７５ｍｍガス弾２

０，０００発、９０ｍｍガス弾５４，９０８発、１００ｍｍ

ガス弾５，８２０発、１５０ｍｍガス弾８，０００発であっ

た〔９〕〔１０〕。 

 

 

○廃棄・遺棄情報 

・元曾根製造所技術大尉の証言として、「昭和２０年１２月に

米軍は陸軍兵器補給廠大嶺常駐班が保有していた弾薬箱５０

，０００箱（ガス弾約１００，０００発）を宇部沖に海洋投

棄した」と記載されている〔５〕。 
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・元曾根製造所工場係長の証言として、「昭和２０年１０月頃

に、ガス弾１０００以上（単位は判読できず）を宇部沖に投

棄した」と記載されている〔１１〕。 

・元曾根製造所技手の証言として、「昭和２０年１０月に、イ

ペリット弾約６００発及びジフェニルシアンアルシン弾約６

００発を宇部沖に投棄した」と記載されている〔１２〕。 

・新聞記事によれば、元曾根製造所員は、昭和２０年１１月半

ばから１２月末までに、米軍の命令で大嶺の炭坑から数万か

ら１０万発の毒ガス弾をトラックで運び出して旧大嶺駅から

宇部港まで貨車で運送し、木造船に積んで沖で待つクレーン

船まで運び、クレーンでつり上げ投棄した。投棄場所は、宇

部港南東約１８ｋｍ沖の水深約３０ｍの海域と記載されてい

る〔１３〕〔１４〕。 
・当時中学生の証言として、「大嶺から宇部港に運ばれてきた

毒ガス弾の荷下ろしに従事した。作業は米軍の立会・監視下

のもとおこなわれた。作業員は２０～３０人程度で､作業期

間は昭和２０年１０月頃から１～３か月程度であった。毒ガ

ス弾は、貨車７両に満載されて搬入された」と記載されてい

る〔１５〕。 

・当時鉄鋼関係労働者の証言として、「大嶺から宇部港に運ば

れてきた毒ガス弾の荷下ろしに従事した。作業は米軍の立

会・監視下のもとにおこなわれた。作業期間は昭和２１年１

月頃～４月頃であった。毒ガス弾は、貨物車１０～１２両に

満載されており､通訳が毒ガス弾だからそっと降ろすよう注

意していた。毒ガス弾は宇部沖に捨てるという話であった」

と記載されている〔１６〕。 

 

○発見・被災・掃海等処理情報 

・新聞記事によれば、昭和２７年８月２６日に宇部沖の砲弾サ

ルベージ作業でイペリット弾と思われるガス弾３０発を引揚

げ、１３名が重軽傷を負った〔１７〕。 

・昭和３２年２月に、宇部沖で潜水作業による砲弾の引き揚げ

作業中に毒ガス弾を引き揚げた際、船上において相当人数が

イペリットに冒され病院で手当を受けた〔１８〕。 

・昭和４７年５月２９日に、山口県が宇部海上保安署の協力を

得て、宇部市岬沖南東１７ｋｍ周辺海域で海中探査を実施し

たが、ガス弾の発見に至らなかった〔１８〕。 

・昭和４７年５月３１日に、山口県知事は周防灘に投棄された

イペリット爆弾の処理について、環境庁長官・防衛庁長官・

運輸大臣・海上保安庁長官・農林大臣・水産庁長官・厚生大

臣・内閣官房長官に要望書を提出した〔１９〕。 

・昭和４７年６月１３日から１６日までに、海上自衛隊が同海

域で機雷探知機及び水中カメラにより３地点において砲弾ら
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しきものを確認した〔２０〕。 

・昭和４７年１２月１２日から１６日までに、山口県が同海域

において潜水夫により砲弾の存在と砲弾を入れる木箱を発見

した〔２３〕。 

・昭和４８年１月福岡県、大分県、山口県各知事から周防灘に

おける毒ガス弾の処理について要望がだされた〔２１〕。こ

れを受けて大久野島毒ガス問題関係各省庁連絡会議において

検討した結果、前記各県及び関係各省協力のもとに昭和４９

年２月に掃海作業を実施し、その結果を昭和４９年７月１０

日とりまとめるに至った〔２２〕。 

・昭和４９年２月１８日から２４日にかけて、海上自衛隊・海

上保安庁・山口県・福岡県・大分県の合同調査が行われた。

その結果、砲弾は約３０m離れて２か所に散在しており、１

ヶ所は半径１．５～２ｍ、もう１ヶ所は半径４．５～５ｍの

小山（いずれも高さ５０ｃｍ）状となっていてヘドロに覆わ

れ、海底化（固着・固定化）していることが確認された。海

底に露出した砲弾全部５０発を揚収したが、その詳細は、化

学弾の可能性の高いもの１１発・充填物の有無が不明なもの

１６発・普通弾と判断されるもの２０発・普通弾か化学弾か

不明なもの２発・７５ｍｍ砲弾用薬莢１発で、コンクリート

詰めした後に「海洋汚染防止法に定めるＡ海域」に海洋投棄

された〔２３〕〔２４〕〔２５〕〔２６〕〔２７〕。なお、

新聞記事によれば高知沖に再投棄したとのこと〔１４〕。 

・新聞記事によれば、大久野島毒ガス問題関係各省庁連絡会

議は、昭和４９年７月１０日までに宇部沖から砲弾５０発を

引き揚げ、レントゲン検査などの結果、２７発がガス弾と推

定された〔２８〕。 

・昭和４９年１１月１９日から２２日までに、海上自衛隊が、

前回調査後のヘドロ及び砲弾類の状況を確認するため、潜水

作業での鉄棒による触知及び写真撮影を実施し、砲弾類の状

況は前回調査と変わらず、個々に固まっており、揚収できる

状態ではないことを確認した〔３２〕。別の資料によれば、

昭和４９年１１月１８日から２２日までに旧軍毒ガス弾らし

きもの６発を発見したと記載している〔２６〕。 

・昭和５７年１０月２２日に「佐波島沖（魚網）、５キロ爆

弾、青酸反応１ｐｐｍ、旧軍毒ガス弾か不明、技術支援」と

記載されている〔２６〕。 

 

○現在の状況 

・美祢市大嶺町の荒川鉱は、戦後､昭和４５年１２月の閉山ま

で採炭していたが、閉山にともない昭和４６年２月に閉鎖し

た。鉱山作業員によれば、「穴の中には弾薬に類するものは

一切なかった。穴から湧く地下水を飲料水に使用していた
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が､もし毒物があれば何らかの兆候が出ていたと思うが、そ

のようなことはなかった」としている。荒川鉱は、昭和４７

年５月現在ではコンクリートブロックで完全に閉鎖されてい

た〔２９〕。そして、昭和５５年採掘を再開したが､平成３

年に閉鎖し､現在に至っている〔３０〕。 
・荒川鉱における水質検査の結果によれば、荒川坑の湧水及び

トロッコトンネルの溜水（トンネル入口付近の溜水）のヒ素

濃度はいずれも０．００１ｍｇ／Ｌで、地下水環境基準値

（０．０１ｍｇ／Ｌ）以下であった〔３０〕。 

・荒川坑付近（トロッコトンネル含む）は、美祢市上水道の給

水区域となっており、井戸はあるが飲用には使用されていな

い。また、宇部沖は、小型機船底引き網漁業、さし網漁業が

おこなわれており、現業者からの聞き取りとして、「現在

は、当該海域において砲弾はほとんど網に掛からない」「２

０年前頃までは砲弾（１０ｃｍ程度）や薬莢が頻繁に網にか

かった」と記載されている〔３１〕。 

 

新たな情報 ○生産・保有情報 

・広島陸軍兵器補給廠大嶺常駐班は、美弥市大嶺町奥分の民間

企業等跡地（廃坑）に存在していた〔Ａ１〕。大嶺炭田史に

よると｢荒川水平竪入坑道の岩盤坑道に手入れをして弾薬を

貯蔵するなど、当時の軍部からずいぶん物騒きわまる物を炭

鉱へ送ってきた｣と記載されている〔Ａ１〕。 

・米太平洋陸軍総司令部主任化学将校が作成した｢日本の化学

戦に関する情報報告｣には、弾薬類が保管されていた大嶺の

廃坑の内部状況や弾薬の保管状況について「約２マイルの距

離に渡るトンネルである。通路は８フィートの高さで幅が１

０フィートであり、荷敷きでおおわれた箱が側壁にそって天

井まで積まれている。一般的に弾薬の箱の状態は良いが、あ

るものはトンネルの壁に水が浸透したため、調査時に腐りは

じめたものもあった。弾薬そのものもさびの印が見られる」

との記載がある〔Ａ１〕。 

・「終戦時美弥市大嶺付近に旧陸軍が貯蔵していた「きい弾」

（イペリット、ルイサイト）、「あか弾」（ディフェニルシ

アンアルシン）の２種。「きい弾」が７ｃｍ級５０００発、

１０cm 級６０００発、１５cm 級５０００発、有翼弾４３０

０発、計２０３００発。「あか弾」が７cm 級５０００発、

１０cm 級５５００発、１５cm 級３０００発、有翼弾５００

００発、計６３５００発、合計８３８００発（推定）で終戦

時連合軍に引き渡された」との記載がある〔Ａ２〕。 

 

○廃棄・遺棄情報 

・戦後、大嶺から鉄道で運ばれてきた毒ガス弾を宇部港内の民
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間工場へ荷下ろす作業に従事したとの証言情報がある。証言

者によれば、米軍の通訳から毒ガス弾だからそっと降ろすよ

うにとの注意を受けた〔Ａ１〕。当時、美祢線から民間工場

への引込み線も存在した〔Ａ３〕。 

・毒ガス弾の処理に関して、「終戦後連合軍に引き渡された。

これは広島県忠海付近、同八本松付近、小倉市曽根付近など

とともに全国にあった毒ガス弾薬約１９００００発の４割強

にあたり、トラック延べ３６０台が宇部市へ運んだといわれ

ている」と記載されている〔Ａ２〕。 

 

○その他情報 

・荒川坑は、美祢市大嶺町奥分荒川にある炭坑で、明治３７年

に海軍省によって開坑し、複数の所有者の変遷を経て現在

は、民間会社の所有となっている。荒川坑は、昭和１６年頃

から下層坑・上層坑が廃止された。昭和４５年には閉山され

たが、昭和５５年に再開されて、平成３年まで採掘された

〔Ａ４〕。近隣に存在する、美祢抗の中央坑には、戦時中、

一部を拡張して地下工場を作ることとなったが、完成を待た

ずに終戦となったとの情報がある〔Ａ１〕。 

・環境省が実施した地下水調査の結果、毒ガス関連成分は検出

されなかった〔Ａ５〕。 
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